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第５期とちぎ自治講座第１回（０７年１月２７日開催） 
 

    「格差社会」の中の地域福祉と自治体の役割 

 
                           佐野短期大学 山田 昇 
はじめに 

 佐野短期大学の山田です。前職は栃木県の職員でして、３８年間、福祉の分野で仕事をし

てきました。 
 今日の講座のテーマは非常に大きな「格差社会」ということですが、私は「格差社会」を

本当に身近に感じるのは生活福祉問題であろうと思っております。 
 「格差社会」というのを調べてみましたら、七つくらいの格差があるようです。「雇用格差」

は正規雇用か非正規雇用かです。パートなどがどんどん増えてきていますが大きな問題です。

「会社間格差」での待遇の差、あるいは業種間格差といってもよいかもしれません。福祉分

野から考えるとやはり「所得格差」、貧困層への転落というのが今非常に目に見えてきていま

す。現在、生活保護世帯が１００万世帯を突破して、１０年前の２．５倍になってきている

現状を考えた時に、景気がいいと言いながらも現実的には様々な格差の中で特に所得が減り

貧困層への転落が顕著になってきているということです。それから「資産格差」、さらに気に

なるのが「教育格差」ということがあります。お金を持っている人の子が学習塾に入って偏

差値が上がるということかもわかりませんが、そんな報告がありました。それから「自治体

格差」、これは合併によって福祉がどう変わったかという検証は余りされていません。合併に

よって水道料、国保料、介護保険料等問題が出ますが、合併によって本当に住民の暮らしが

よくなったのかということがあまり検証されなくて、「はじめに合併ありき」という問題があ

るようです。福祉の面からみると、住民サービスの優劣が明確になってきたのではないかと

いえることです。７番目が「治安格差」です。 
 このようなことがいわれていますが、今日は３番目の「所得格差」と６番目の「自治体格

差」に焦点を絞ってお話したいと思っておます。 
 
１ 地域福祉とは 

○ 福祉サービスの基本理念 

 まず、地域福祉とは何かということです。従来の福祉というのは、社会福祉六法という法

律があり、児童は児童福祉法、老人は老人福祉法、障害者は身体障害者福祉法とか知的障害

者福祉法という対象別の法律によって福祉が図られてきました。しかし、よく考えてみれば

高齢者も障害者も児童も住んでいるところは市町村という地域で、対象別にいろいろなサー

ビスを提供したとしても、そこに住み、住み続けている地域が豊かにあるいは安全で便利で

なければ駄目ではないかということです。生活の基盤である地域社会をベースに、誰もが生

き生きと生活し続けていける福祉を目指そうというのが今の地域福祉の考え方です。要は各

対象別の法律を横に並べてその人たちが暮らしやすいような基盤整備を図っていくというこ

とです。例えば、拠点施設だとか、福祉を担う人の養成だとか、サービスを利用しやすくす

るとか、街をバリアフリーにするとか、人の心のバリアをフリーにするとか、ボランティア

を増やしていくとか、あるいはサービスの苦情の解決を図るというように福祉を必要とする

人たちだけではなくて、そこに住む住民全体が豊かに暮らせるように総合的に社会福祉を推

進していくことが今の福祉の考え方です。 
 その基本理念は、正に一人一人の個人の尊厳の保持を尊重するということです。一人一人

の生き方、あるいは考え方を尊重していくこと、そして福祉サービスはその人なりに応じた
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自立した生活ができるように支援していこうというものです。 
この「自立」という問題に対して非常に抵抗を感じる考え方があります。「自立」というと、

例えば障害者を例にとれば、就職をして経済活動に参加することが自立だとよく言われます。

あるいはリハビリをして自分で歩けるようになることが自立、母子家庭は生活保護を返上し

て頑張って生きることが自立だというように言われがちなのですが、それでは、その自立の

可能性が薄い、ある意味ではそのような私たちの持つ自立の概念から離れていると思われて

いる人たちの自立は何かということになります。 
私はこれまで重度の障害者や寝たきり老人、認知症の仕事に係わって、ずっと悩んできた

部分がありましたが、今はこのように考えています。「自立」とは、社会、経済、文化などの

活動それだけの参加ではなくて、その人がその人なりに自己実現できるということを考えれ

ばいいのではないか。今の標準といわれる枠組みに入ることが自立ではなくて、その人がそ

の人なりに生活をしていける、自己実現ができればいいということです。重症心身障害児、

脳性麻痺で１級の重い人達の自立というのはどのようなことかなどについて様々な考え方が

ありますが、私はどんなに脳性麻痺で全面介助であっても、その人が生きているということ

自体は、生きたいというエネルギーが燃焼していることだと考えてみれば、それも立派な自

立ではないか、もっといえば存在そのものが自立だというように考えていくと、どんな重い

人にも自立の可能性がないわけではありません。今の「自立」の考え方を一つの枠組みに当

てはめていくことが自立だと考えていくと、重い障害者や重度の認知症の方はそういう部分

から遠ざけられていくということになりかねます。そういう意味で社会福祉法では「能力に

応じ自立した」と言っていますが、ここの能力のとらえ方がどうも一般化している能力とと

らえがちであるように思っています。 
○ 良質の福祉サービスと福祉労働 

それから福祉サービスは「良質かつ適切なものでなければならない」ということです。老

人ホームに行くにしても施設援助にしても、やっぱり最高の良質のものを考えなければなら

ない。ここで今、施設の経営の問題と福祉労働とがバッティングしている部分があります。

働いている労働者はもっと良い援助を望むが、正直いって賃金が安い、辛い、汚い、そして

今景気が良くなって福祉への応募者が少なくなりました。以前は介護と言えば買い手市場で

あったのが、今は介護のなり手がなくなってきています。一方では高齢化に伴う要援護高齢

者が増加して大変と言われているが、介護福祉を目指す人が少なくなっている。私の大学で

も本年４月から、介護福祉の定員を８０人から６０人に変更せざるを得ない状況です。先般、

テレビ番組で、３０歳代の男性がグループホームで認知症の人を介護していても月収９万円

では結婚もできない、やっていけないと職場を去って行くというシーンがありました。良質

のサービスを提供したいが無理ということです。福祉労働の環境は必ずしも改善されていな

い。それでバッティングをするという問題が生じることになります。 
○ 地域福祉の推進 

福祉サービスを必要とする人たちが地域で暮らし続けていけるためには、社会福祉法では

様々な議論がありますが、基本的には地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者、

それから社会福祉民間団体等がお互いに協力して推進していくことになっています。これが

今非常に強調されております。一般的に地方公共団体は福祉に対して責務を負うというのが

法律の定義になっているのですが、社会福祉法では地域住民が一番最初に載っています。こ

れは決して悪いことではないと思います。本来、地域福祉というのは民間の活動も当然です

が、障害者福祉も児童福祉も基本的には行政に責任がある。地域福祉も住民相手の福祉であ

って当然行政に責任がある訳ですから、行政はどちらかというと支援する方、すなわち、法

律では「福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推

進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」と規定しています。ど
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うもその辺があいまいになっている部分があるようです。だから、一般的には未だ地域福祉

は、社会福祉協議会か民間ボランティアが進める活動が福祉というとらえ方になっているの

ではないだろうかと思います。 
住民参加、住民主体というのは非常にいいことです。しかし現在、市町村の地域福祉計画

をつくる動きになっているのですが、行政の動きは老人福祉計画はあるし障害者計画もある

し児童福祉計画もある、要は分野別の計画があればいいのではいか、ボランティアとか住民

参加は社会福祉協議会が担っているのだから地域福祉計画は無くてもよいのではないかとい

う意識は非常に強いようです。でも違うわけです。様々な計画はその対象者の福祉を推進し

ますが、その対象者が住んでいる地域全体を、福祉の町づくりのように福祉政策を推進して

いくうえでは絶対に必要な計画であるわけです。どうもその計画の位置付けや策定が進んで

いない。介護保険事業計画や老人保健福祉計画は法定義務があるわけです。エンゼルプラン

や障害者プランは、平成１９年度からは策定が義務づけられますが、地域福祉計画は策定が

義務づけられていないために、策定の必要性が十分認識されていないということのようです。 
○ 福祉サービス提供の原則 

提供する福祉サービスについては、利用者の意向を十分に尊重し保健医療福祉サービスが

総合的に提供されなければなりません。「利用者の意向を十分に尊重し」というところが新し

い福祉の概念として出てきました。でも実体はどうかといえば、利用者の意向が十分に尊重

されているかということの検証が難しいわけです。サービス供給量の基盤が必ずしも十分で

なければ、限られた資源の中でサービスを選ぶということになり良質であろうがなかろうが

選択の余地がないということでありまして、ここも大きな問題と考えます。 
ただ、一つの方法として苦情解決、権利擁護の制度、仕組みができ、できるだけ意向を十

分に尊重していくということで、施設サービス分野でもかなり認識が図られてきています。

そして苦情解決の中で本人の意向に反したサービスについては契約を解約できるという形も

できてきました。しかし、まだまだ福祉サービスを受ける立場からすれば弱い立場というこ

ともあって、なかなか機能しないというところもない訳ではありません。 
○ 自治体の責務 

いずれにしても、地域の中で暮らし続けていくためにあらゆるサービス、フォーマル・イ

ンフォーマルサービスを使いながら支援していこうということが地域福祉の考え方であると

とらえていただきたいと思います。そこには地域住民の役割が表面に出ておりますが、私は

住民の命と暮らしを守るというのは障害者であれ児童であれ高齢者であれ自治体の責務であ

ると考えております。しかし、そこの認識がまだまだ縦割りになっています。考えてみれば

福祉サービスはセットのメニューです。一つのサービスだけでそのニーズを完全に充足でき

るわけがないと思います。老人の問題をとってみれば、医療の問題、保健の問題、福祉の問

題、住環境の問題、生活環境の問題など様々な問題を併せ持っていて日常生活が苦しくなる

わけですから、単品のサービスだけで生活し続けていくことはできないわけです。そこをト

ータル的にとらえて支援していくという仕組みが必要です。子どもにとって安全なところは

老人にとっても安全だし、老人にとって安全なところは障害者にとっても安全です。交通事

故をとってみても、年寄りが危ないといっても年寄りが安全になれば子どもも安全になるし

障害者も安全になるわけです。このように考えていくことが一番大事な問題です。 
 
２ 社会福祉サービスを必要とする人々（要援護者）の生活福祉問題 

（１） 低所得者、生活保護世帯の生活福祉問題 

○ 生活保護の実態 
では、地域のなかで暮らしている人々の生活実態はどうなっているのかが２番目です。い

わゆる所得格差、貧困格差、それから自治体の格差ということを要援護者といわれる人の生
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活実態から見てみると、それが顕著になってきています。例えば、生活保護法は国民の生存

権のセーフティーネットとして位置づけられているわけです。憲法２５条の基本理念に基づ

いて公的扶助制度としての生活保護法が制定され、その第１条で「国が生活に困窮する全て

の国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する

と共に、その自立を助長することを目的とする」としています。最低限度の生活を保障する、

自立を助長する、こういう生存権の保障は自立を前提として生活保護が適用される。これは

冒頭自立の概念と私が言ったいわゆる一般的な自立の概念とほぼ同様な概念ととらえていい

と思います。 
２００４年度の生活保護の被保護世帯は１００万世帯を超えております。１００万世帯で

１４２万人、人口千人当り１１．１人、つまり千人に１人が生活保護を受けざるを得ない。

１０年前の約１．６倍に増えてきているということです。生活保護費は約２兆５０００億円、

１０年間で倍近く増えてきました。そして不正受給が約６２億円近くあるようです。不正受

給というのは、先日も新聞に載っていましたが、暴力団が関わり、ホームレスの人に住所を

与えてその人に保護を申請させて保護を受け、１２万の保護費なら僅か２万円程度しか渡し

ていないということでした。それから、意識的な不正というのもあるかもしれません。いず

れにしても生活保護世帯は１００万世帯で約１０年前の約１．６倍に増えているということ

です。 
○ 財政負担割合の攻防、水際作戦 

その２兆５０００億円の財源はどうかというと、国が７５％を負担し、残りの２５％を県・

市が負担をしているわけです。一昨年の国会で国はこの生活保護費の負担割合を三位一体の

改革のなかで半分にしたいという議論をしました。全国知事会などが反対し、結果的には現

状維持で決着しましたが、国は憲法２５条の生存権の保障という責任を、ある面ではお金が

なくなったので地方自治体に肩代わりさせるということを考えたわけです。ただ、この時の

大きな問題は決着の結果として「地方は生活保護の適正化に真摯に取り組む」という国との

約束ができたことです。「真摯に取り組む」、「適正化」というのは先程言いました不正受給と

いうのがありますが、もっと厳しくルールにのっとってやりますよという約束をしたという

ことです。それで今日、この真摯に取り組むという約束を背景にして、厚生労働省が水際作

戦という形で生活保護の実施に対して厳しい指導を始めてきています。 
このような動きの中で、新聞報道によれば日本弁護士会が２００６年の６月から８月にか

けて電話相談を開設しました。６３４件の相談が寄せられ、そのうち生保に該当しそうだ、

おかしいというケースを１８０件調査したそうです。収入と支出の状況を調査したところ、

１１８件で違法な対応をしている可能性があったという報道がありました。どういう内容か

というと、生活保護は捕足制の原理で親族の扶養義務があるわけでありますが、その扶養義

務を強要して生活保護の申請を受け付けない、あるいは申請書を渡さないという水際作戦を

やっていたようです。若いから働ける職安に行けといわれて、行ったけれども職安には仕事

は無い、また福祉事務所に来たけれども若いから働けるはずだ死ぬ気でやればなんでもでき

ないことはない、という強力な就労指導ということで生活保護が受けられない。家があるん

だったら家を処分しなさい、家を売ってアパートを借りて生活できるでしょうと、こんな指

導もしたようです。家はある、でも家を売ったら生活はできないわけでして、間違った資産

の活用ということになってくるわけです。資産の活用は大事ですが、今の法律の中では住む

家まで処分してアパートを借りなさいということはありません。大きな家で一人暮らしで人

に貸せば十分収入があるという場合は別かも知れませんが、普通の家を売って生活を維持す

るということにはならないわけです。あなた借金があるからだめじゃないですか、生活保護

費を渡しても借金の返済費になるんでしょう。それでは自立にならないでしょという形もあ

るかもしれません。全般的にそういうものが１１８件あったということです。それで、よく
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調べた結果本当に命の危険がある、食事が満足に取れない、１日の食事代が８００円、６０

０円で、缶詰を買いラーメンを食べ１日２食などということも新聞報道されています。かな

り切り詰めてやっているわけです。例えば家賃４万円の高齢者が生活保護の指導を受けたら、

家賃が高いということです。７０歳以上の高齢者です。公営住宅に移りなさいよ斡旋してあ

げますよと指導されても、年寄りにしてみれば長年住み慣れたその地域が良いのであって、

いくら安いからと言って３キロも４キロも離れた公営アパートには住む気にはなれないと思

います。それから就労指導、保護の指導に従わないということでかなり厳しく言われる。結

局、そこに住み続けるためには家賃は減らせませんから食費を減らさざるを得ないというこ

とになってきます。 
１８００年代のイギリスで、貧困が病気を生み、病気がまた新たな貧困を生むという貧困

と病気の循環説が報告されています。今日本でも貧困が病気を生み、病気がまた新たな貧困

を生む、それが生活保護という形になってきています。命の危険がある、食事が満足に取れ

ない、病気治療のお金がない。これは北九州で起きた事件ですが、５０代後半の人がリスト

ラされ、糖尿病のため顔がむくみ病気がちでした。それで生活保護の申請に行ったらまだ若

いから働けるということで生活保護の申請書をもらえなかった訳です。そのうち水道やガス

が止められて孤独死という報道です。その５０代後半の人がポリバケツを持って公園の水道

で水を汲んでいたということがあったわけです。その後、３ヶ月ぐらい経ってからアパート

で孤独死が発見されたということです。その時の北九州市の担当は、まだ働けると思って職

安に行くように指導した、けれども１回行ってかなりきつく言われてその後行かなくなって

そのうちに事件が起きました。北九州市は生活保護費が非常に高いということで、厚生労働

省から職員が派遣されていて、生活保護の適正実施を厳しく運営している地域だと聞いてい

ます。そういうなかで孤独死というものが出てきています。 
それから基準以下の生活をしているけれども生活保護申請書を窓口が渡さない、あるいは

もう既に受給していて少し良くなったから辞退届を書きなさい、もっと厳しいケースは半年

間だけ何とか生活保護をやるけれどもその後は辞退するという約束をして申請がなされたと

いうことで辞退届を渡す書き方まで教えるこういう事例が水際作戦として報告されています。

法律上は生活保護の申請があったときには申請書を渡さなければならないという規定になっ

ているわけです。申請書を渡して申請が出てきたら収入や支出や家庭の状況を調査して、基

本的には３０日以内に給付可否の決定をしなければならないということになっているわけで

す。申請保護の原則というのがあります。申請書を渡さないというのは相談扱いにしてしま

う。生活保護を受けたいという相談がありました、指導は何件でした、大部分が担当窓口の

相談扱いで生活保護の申請書さえもらえないという水際作戦が今かなりやられているという

ことのようです。 
受給者が増えて強まる適正化圧力、適正化というのは必要ですが、かなり厳しいことがや

られている。申請書渡さないとか辞退届を書かせるというのは正に給付する側の違法な行為

であって、「適正化」も必要ですが、生活保護を受ける側のあるいは受けている側の適正化だ

けがかなり強調されているのではないかということを感じる訳です。 
○ 生活保護基準の見直し 
生活保護は最後のセーフティーネットとして、健康で文化的な最低限度の生活を保障する

制度ですが、その最低限度の基準そのものが今見直されてきています。健康で文化的な最低

限度の生活の基準を国が定める、これを生活保護基準といいますが、保護基準は毎年厚生労

働省の告示で定めることになっています。例えば栃木県でいえば宇都宮で何歳の人が暮す場

合に健康で文化的な最低限度の生活はいくらか、だいたい老人で９万５千円程度、一人世帯

で９万５千円が健康で文化的な生活の保護基準だということになります。今まで生活保護基

準が上がらないということはありました。あるいは物価が下がって全体の生活費が下がると
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いうことで、物価スライドで若干下がることはありましたが、基準そのものを大きく変える

ということは余りありませんでした。生活保護は聖域だったという捉え方がないわけではあ

りません。生活保護基準のとらえ方は人間の最低生活を保障するということで余り切り込ま

なかったというのが今までの状況です。 
この保護基準の上に加算制度があります。例えば老人世帯であれば病気がちで普通の家庭

よりお金がかかります。だから普通の生活の基準にプラスしていました。母子世帯はお金が

かかるからということで母と子どもの生活基準＋若干の母子加算があって、それで何とか生

活を維持していました。ところが、国は２００５年度あたりから老齢加算をなくし、昨年度

から母子加算を段階的に廃止していくようにしています。例えば、母子家庭で子どもが高校

で部活をやっている、部活をやっていると当然１日４食位食べないとやっていけない、生活

保護基準では１日３食分しか見ていないわけですからその分をどこかで埋めなければならな

い。子どもの部活の終わった後の栄養補給にもお金がかかるわけです。ある新聞では母子家

庭で加算を受けて生活保護を受けていたのがだんだんきつくなり１万円程度に減らされてし

まう。１万円というのは結構大きい額です。５００円の昼食に何かおにぎりを買うにしても、

子どもが「母さん、俺はもういいよ」と言って胸を痛めたという記事が載っていました。結

局はいろんなものを削ると言っても削れないのです。電気代も例えば蛍光灯２本を１本にす

るとか、点けたらたら消すとか、食材はスーパーに行って６時半過ぎの割引になったものを

買うとか、消費期限が本日限りというのを買うと安い、そういう生活を現実にしているとい

うことなのです。このような実態がマスコミ等で報道されています。若干大げさと思われが

ちですが、そういう部分がないわけではありません。１日の食事が親子二人で計算してみた

ら８８４円、蛍光灯を２本を１本にし、必要最小限のガスを使い、暖房も合算して１日１人

当たり８８４円でした。私達は普通ランチは６００円くらいかもしれません。母親は「絶望

したときもあったけれども子どものために何とか生きてこられた」、「文句はあるけれども生

活保護は最後の命綱だ」というふうに言っています。老齢加算と母子加算、基準そのものは

あまり踏み込んで行かないが、その領域について国はかなり厳しくやっているということで

す。  
保護基準の見直しというのも、国の２００６年の骨太の方針で出されています。老齢加算、

母子加算の廃止を進めるということです。例えば、母子家庭の問題をとってみても、生活保

護を受けている家庭のだいたい２割が母子家庭、５割が老人、２割が傷病障害世帯、あとの

１割がその他、大体そういうことです。母子家庭の母に対する児童扶養手当も３年前から所

得制限が厳しくなってきています。児童扶養手当の額は、年収２００万円までは１人当たり

４万２千円くらいでしたが、制度改正で年収１３０万円に基準が下げられました。１３０万

円を超えるとその手当てが減らされていきます。１３０万円というのは月だいたい１０万円

です。国には養育費をもらっているんだろうという考え方もあります。それから誰かの援助

を受けているということもあるかもしません。しかし、実は養育費をもらっている離婚した

家庭は６割までいっていない、半分くらいしかもらっていないのです。なぜか、ＤＶで逃げ

てきた、逃げてきた相手に慰謝料を要求したら、いるところが分かってしまいます。もちろ

ん裁判所で代理請求できますが、そこまではなかなかできない。もういやだと、さんざん苦

労させられてもうこれ以上関わりたくないという形で養育費をもらっていないようです。現

在、養育費を、という形の運動をしていますが、当事者がやっぱりもう関わりたくないとい

うのは案外多いようです。国の借金が厳しいから所得制限によって手当を減額するという考

え方は非常におかしい訳です。 
生活保護基準を引き下げる背景の一つに、年金受給者と生活保護受給者のバランスの問題

がでてきます。例えば東京２３区の単身高齢者の生活保護基準は最低で約８万円です。基礎

年金の満額は４０年納めて６万６千円です。そうすると、ある人は一生懸命年金保険料を払
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っても６万６千円、無年金者あるいは保険料を払わなくて年金をもらっていない人は８万円

の生活保護費がもらえる。本来は考え方が違う訳ですが、このようにＰＲされると生活保護

を受けている人に対する誤った見方が起こりやすい。かつて私は福祉事務所でケースワーカ

ーをやっていました。今でも印象に残っていますが、福祉事務所に電話がかかってきて、あ

そこの家は母子家庭で生活保護受けているのに贅沢をしているという話です。子どもの中学

校の卒業式、入学式にやっぱり母子家庭であろうがパーマに行って頭をきちんとしていい格

好していきたいというのは当たり前です。帰りに皆でお寿司を食べたって、それは何ら問題

はないんですが、外から見ると生活保護を受けていて何だという匿名の電話が２０数年前に

あったわけです。今も何となく年金保険料を払っても６万６千円しかもらえないのにあの人

は生活保護で８万円もらっている。どうも納得できないということに繋がってしまうのかも

しれません。そういう問題もあるということです。 
○ リバースモゲージの導入 

生活保護世帯の５割から６割が高齢者世帯で、全く住宅がないという高齢者もいますが、

一人暮らしで自宅がある人もおります。国はリバースモゲージを０．５％くらい考えている

ようです。この制度は自宅を担保に生活費を貸し、亡くなったらその自宅を売ってお金を返

してもらうという仕組みです。低所得、生活保護に該当しない人であれば生活資金を借りて

ということもあります。しかし、明らかに生活保護基準以下だと思われるケースで保護を受

け付けない「水際作戦」で、自宅を担保に生活費が借りられます、その方がいいですよと指

導することは果してどうなのだろうか。また、自宅を担保に生活費を借りるかというと、子

ども達の間に当然遺産相続の問題がでてくるわけであって、そう簡単にはいかないと思いま

す。低所得者でお金を借りて生活費に充てるということはあっても、生活保護基準以下の人

が、本来ならば申請をすれば生活保護を受けられるかもしれない人が、水際作戦でこういう

指導がされてきたら一体どうなのだろうかと大きな疑問がしています。 
○ コメント 

以上、所得格差の問題を考えてみたのですが、私の考え方としては、生活保護制度が揺ら

ぎ始めてきている。自立助長を前提としている保護制度ですが、受給の状況は高齢者・障害

者などが９割近くを占めるなかで、自立といっても現実的には難しい。高齢者の経済的自立、

精神障害で長く入院してる人の自立、重度の障害者の自立と言っても難しいでしょう。母子

家庭はある面では子どもが大きくなれば働いて生活保護の対象外ということはあるかもしれ

ませんが、全般的には難しいわけです。生活保護には四つの原理があります。四つの原理四

つの原則と言っているわけですが、「国家責任の原理」、「生存権の保障」、特に「無差別平等」

は、貧困の原因は問わないという考え方です。かつては怠けているとか何とかという理由で

排除されていましたが、現在は基本的には貧困の原因は問わない。いま現に生活に困ってい

ればやるということです。今例に挙げました水際作戦では働ける親族の扶養ということで保

護が受けられない現状があるようです。三つの原理は国が国民に対して責任を負うべき原理

です。もう一つの原理として「補足性の原理」というのがあります。これは生活保護を受け

る国民が国に対して守るべき義務ですが、現実には前の三つの原理より扶養義務を履行し、

家を売り、ぜいたく品を売り、生命保険を解約し、貯金を解約しありとあらゆるものを活用

してなおかつ足りない分を生活保護で見るという「補足性の原理」というのが非常に強調さ

れてきているという感じを持たざるを得ない訳です。 
補足性の原理を強調することが、法の適正実施という形につながっていっているような感

じがします。制度運用が非常に厳しくなってきています。また、生活保護の期間が長期化し

固定化してくると、なかなか働く能力があっても就労意欲がわかなくなってくるという人間

の弱さみたいなものがある程度あるのかもしれません。全てではありませんが、中には何パ

ーセントかが依存型になってしまうということもあるのかもしれません。そういうなかでス



 8

ーパーバイザーから自立を指導するようにと言われても、難しく担当のケースワーカーは非

常に悩むということがあります。それから担当ケースが１件増えるというのは大変なことで

す。申請を受理し、家庭を調査し、親族の調査をし、資産を調査し、収入を調査し、本人に

面接するなどものすごく事務処理に手間がかかります。法律上では２週間以内に決定という

ことになっていますが、とても２週間ではできません。したがって、１ヶ月ということにな

っています。だからできるだけケースを増やしたくないということがないわけではありませ

ん。むしろケースがあったとしても、病院なり施設に入ってくれればある面では在宅よりは

楽です。病院のケースワーカーに連絡すればいいわけです。 
行政の合理化で福祉事務所が次第に廃止になってきました。かって福祉６法を担当した県

の福祉事務所は、今は生活保護が中心です。福祉事務所の権限が市町村に移譲になり、県の

福祉事務所は縮小の方向です。将来、生活保護だけが残り、町村の生活保護をいつまでも県

が持つのか、介護保険のように広域で事務所を持てばいいのではないかということもないわ

けではありません。できるだけ職員を減らすということや専門性の問題もあります。児童問

題や福祉問題は専門性が求められます。栃木県では、現在は福祉職の専門職の採用はしてお

りません。かつて３年間ほど福祉職を採ったことがありますが、今は採っておりません。一

般の行政職員を採用して人事異動で福祉部門に回すということになっております。その人た

ちが生活福祉問題を抱え悩んでいる人たちの相談に応じて適切なアドバイスができるかどう

か、例えば、２０代の新採で１、２年の人が児童相談所に配置になったとして、不登校や虐

待などいろんな問題に対して適切な判断ができるかどうか。東京、埼玉、、神奈川県などは社

会福祉士などの専門職を採っているようです。社会保障の中でも、年金などはある面では一

定の年齢が来ればコンピューターが納入通知を出しますが、対人サービスはそうはいかない

わけで、専門性が非常に求められるわけです。 
また、生活保護費の７５％は国が負担していますが、今後その半分は市町村が負担すると

いうことがでてくると思います。財源の問題で、国が半分負担して地方に権限を移す、本来

国の事務ではあるが地方分権一括法を含めて全部権限が委任されてくるということになって

くれば、生活保護もある面ではそういう動きが出てこないわけではないのかも知れません。

福祉事務所は市の必置義務ですが、町村には必置義務はありません。ただ町村合併での福祉

事務所ができます。それはそれで町村に比べればいいのかもしれませんが、果たして先ほど

の専門性の問題、人の確保の問題ということがうまくできるかどうかこの辺は大きな問題に

なると思います。 
 
（２） 高齢者世帯の生活福祉問題 

○ 高齢期の生活福祉問題 

次に、生活保護と同じように大きな社会問題になりつつある高齢者問題について触れたい

と思います。今後５０年の日本はどうなるか、合計特殊出生率が１．２６で推計した結果、

今１億２千万人の人口は約８千万人くらいになるという数字が出ました。あと１世紀で人口

は半分、５、６千万人くらいになるといわれています。また、平均寿命も今女性は８５歳で

すが９０歳になるだろうといわれています。男性は、今７８歳ですが８３歳くらい、だいた

い５年くらい延びるということになります。世界一の長寿国なのです。長寿は非常にうれし

いことですが、様々な問題が生じます。 
一般的に７５歳以上の後期高齢者になると、寝たきりや認知症、虚弱という何らかの援護

を必要とする要援護高齢者に変わりつつあります。２０２５年には４人に１人が６５歳以上

の高齢者になります。高齢期の最大の問題は、やはり健康の問題だといわれています。寝た

きり、虚弱、認知症などの医療健康問題や年金など老後の生活費問題、さらに今非常に感じ

られるのが、地域社会での孤独・孤立問題です。この間の新聞では、男性の孤立化が著しい



 9

といわれています。女性は結構お友達ができやすいのですが、男性は地域の中で孤立して４

人に１人くらいの割合で友達がいないという数字が出ていました。 
それから災害時の安全・安心問題も重要な問題です。阪神淡路大震災から１２年過ぎまし

たが、その大きなニュースの端に復興住宅での孤独死が６６名という数字が出ていました。

私も復興住宅を見ました。マンションのような建物なのですが、そこで孤独死が年間６０数

回起きている。病気、お風呂場での事故、栄養失調、自殺ということです。仮設住宅の時に

はそのようなことが起きなかったようです。プレハブですからちょっと隣を見れば様子が見

られた訳です。復興住宅になって孤独死が多い。一昨年の新潟での水害でも十数名亡くなり

ましたが、だいたい皆７０歳以上の高齢者が水に呑まれて亡くなるというケースが多かった

わけです。 
今後「老両世帯」、いわゆる老人夫婦の世帯がどんどん増えてきます。そのうちどちらかが

欠けて一人暮らしの独居老人が増えてくるということは十分予想されます。老人夫婦もそう

ですし、一人暮らしになったとしても非常に孤独や災害時の安全安心という問題は最大の問

題になってくるだろうと思います。 
７５歳以上の後期高齢者は寝たきりや虚弱、認知症などの「要援護高齢者」の予備軍にな

る可能性が高いのです。介護保険法の介護認定者が平成１５年度で６５歳以上で３２０万人、

ただ全員サービスを利用しているわけではないのですが、約３００万人以上が福祉サービス

を利用しています。最も重い要介護５は、寝たきりあるいは認知症などで、食事、移動、介

助、入浴、着物の着脱等々で全面的な介助を必要とする人々です。この要介護５の高齢者は

１２．５％ですから３７～３８万人くらいになっているということになります。今、介護予

防を推進していますが、今後も増え続け、２０２５年には約５２０万人になると推計されて

います。私はこの推計は間違っていないだろうと思います。虚弱２６０万人、弱い人ですが、

これらの人々は重度化する予備軍だということです。要介護の認知症４０万人、寝たきりで

あって認知症が２３０万人と推計されています。 
問題は、例えば虚弱２６０万人ですが、この人たちができるだけ重度にならないようにす

ればいいんのですが、介護予防はあまり進んでいません。例えば、介護度２と認定された人

は１年経つと介護度３、４に下がるというのは確実のようです。良くなることよりはだんだ

ん機能が落ちていくということがあります。今病院はある一定期間過ぎると診療報酬の問題

もあり、積極的に退院の指導しています。ある程度歩けるようになって家に戻ります。何故

病院でリハビリが頑張れるかといえば、要素は三つあります。専門のＯＴやＰＴや医者がい

る、リハビリのプログラムを作ってくれる、ある意味では強制的に訓練させられる、もう一

つ訓練室にいけば同じような仲間が一生懸命訓練している、だから自分も頑張らなくてはと

頑張れる訳です。ところが家に帰ってくれば、家族がそれだけプログラムを組んで綿密にリ

ハビリや日常の支援をするかというと、これはできません。結局は最初の１週間１０日間は

手を貸して車いすで散歩するけれども、今日は雨だから、寒いし年寄がかわいそうだから、

となってしまうわけです。そしてまた寝たきりになってしまう。寝たきりになってまた病院

に入院し、また新たな医療費がかかるということになってくる訳わけです。ここが寝たきり

老人は作られるという日本の背景の一つではないかと感じるわけです。 
問題は介護予防対策です。予防は二つあると思います。寝たきりなどになる前の予防と、

なってからもっと重くならない予防があります。介護予防事業が始まりましたが、対象者の

制限が厳しくて、計画では５％程度を見ていているのですが、今０．２～０．３％台です。

同時に、専門職のＯＴ、ＰＴがいない。やる拠点がない。今、介護度１、２の軽い人が重く

ならないように予防しようとしてもできないというのが現状かもしれません。だから、重度

化が進んでいくということがいえます。 
高齢化の最大の問題は、介護問題です。誰が介護しているかというと、在宅介護の主な介
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護者は配偶者で、７０歳８０歳の人が８０歳の人を介護している、約２７％程度です。親が

８０代になれば子どもは６０代です、どちらかというとこの人たちだって介護を必要とする

予備軍になっているかもしれません。高齢者が高齢者を介護するなどということは容易にで

きることではありません。ましておばあちゃんが倒れて、申し訳ないけれどもあまり生活能

力が高くない男性が食事を作っておむつを交換してということはかなり厳しいものがありま

す。また、今のお年寄りは、昔のお年寄りと違って非常に体格がよく、それを８０のおばあ

ちゃんがトイレに連れていくなどということは困難です。 
今日、高齢の介護者が自分の配偶者を殺して心中を図るという事件が全国で年間２０数件

起きています。佐賀県内で起きた事件が象徴的ですが、８０台の妻を足の不自由な同じ８０

台の夫が介護していた訳です。「足腰が痛くてしょうがない。爺ちゃんオレはもう死にたい楽

にして」、「俺ももう限界だ、じゃ明日一緒に」といって二人で川に飛び込んだ事件です。お

ばあちゃんが亡くなっておじいちゃんが承諾殺人で起訴されて、佐賀地裁では懲役３年執行

猶予３年の判決が出ています。それから新潟県でもやはり８０代の夫が７０代の妻を電気コ

ードで絞め殺して自分も首を切りました。死ねなくて、殺人罪で起訴され、これも懲役３年

執行猶予５年の判決が出ています。栃木地裁でも裁判中ですが、足利のケースで、５０代の

息子が７０代後半のお母さんを殺した承諾殺事件が起きています。これらの家庭は決して福

祉サービスを利用していないわけではありません。新潟のケースは特養を申し込んだら後３

年かかりますよと断わられた。佐賀のケースはデイサービスを使いショートステイを使って

いたのですがやはり問題や悩みを埋められなかった。制度があっても制度の隙間はあります。

一般的に不安や苦しみが生まれやすいのは夜のようです。そういう時の駆け込み寺ではない

のですが、何か一言相談したいときに受けてくれるような拠点ができないだろうか、いのち

の電話だとか希望のダイヤルだとか、いろいろなものがありますが、私は介護で困っている

人の悩みに答える専用電話があってもいいのではないかと思っています。これは行政がやる

かあるいは民間の相談機関に委託してできないことはありません。NPOでやるやり方もある
かもしれません。これまで、明治、大正、昭和、平成と頑張り子どもを育て社会のために貢

献した高齢者がそのような選び方をしなければならないということは非常に悲しいと思いま

す。年老いた老夫婦が川に向かって車いすで押していく風景を考えたら切ないものです。介

護保険料を払い税金を払っているのに、そういう問題もあるわけです。 
○ 介護の問題 

要は８０歳代の高齢者が８０歳代を介護することは不可能に近いし、６０歳代の子どもや

その配偶者が８０～９０歳代の高齢者を介護するのでは限界があると思います。病院はなか

なか入れてもらえない。今療養型の病院が３８万床あります。国は医療費抑制の視点からこ

れを廃止して、老健や特養に変えることを７～８年でやるといっています。しかし、全部は

入れず、「介護難民」が４万人ぐらい生まれてくるというようにいわれています。「難民」、行

くところがないという人が予想されています。どうも強引に医療費や保障費を削減する視点

が弱い方にしわ寄せがいっているのだと考えられます。 
国はゴールドプランや新ゴールドプラン２１などを策定して施設整備やホームヘルパーの

増員などを進めてきました。しかし、福祉の予算は全般的には削られている。必要性を感じ

ながら予算全体がシーリングで編成され、あるいは民間に対する補助金の額はかなり減額さ

れてきているということです。私も今とちぎコープで法人を作ってやっていますが、約７億

５千万くらいかかる特養で２億５千万程度の補助金です。あとは自前でという話であって、

民間事業者がやりたいけれども金がないということです。一時本当に施設不足で大変だった

時、栃木県は、良い悪いは別として凄い制度を考えました。設置者負担の４分の１の補助金

に上乗せしました。その結果、様々な事業者が参入し、様々な問題が起きたということもな

いわけではありません。今、老健施設が破たんして、東京都が中止命令を出し利用者が他の
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施設に分散したケースや、今後特養が担保にされていて競売にかけられる時代がくるかもし

れない。そのような問題もあるわけですが、全般的に器が少ないということは現実です。 
もちろん、私は在宅対策が一番良いと思っています。誰だって住み慣れた地域社会のなか

で家族、仲間と触れ合って住んでいきたい、家族の手を握って、握られて死んでいきたいと

いうのは当たり前の話です。しかし、条件整備が充分できていない段階で、すぐに施設から

在宅にシフトしていくというのはかなり難しい。施設も必要です。最悪の場合は施設に入ら

なければならないが、それまでの間はできるだけ地域の中で、デイサービスやショートステ

イ、小規模多機能、看取り、これはできるかどうかわかりませんが、そういうサービスを受

けながら暮らしていくというのが理想です。そういう意味で、施設または在宅かというＯＲ

という考えではなくて、私はＷＩＴＨだと思っています。今までの考え方は施設かまたは在

宅かという２極分化で考えていましたが、今後は、施設も在宅も一緒になって施設の機能や

在宅の持つ機能をお互いに上手く補完し合いながら施設を使い、病院を使い、在宅サービス

を使うという形で、最後の看取りはどこかという問題もありますが、考える時期に来ていま

す。 
○ 小規模多機能施設 
その意味では施設の整備基盤がまだまだ不十分といえます。ただその施設ですが、私は大

きな施設を作らなくてもよいのではないだろうかという感じを持っています。５００人、  

１００人の施設は、ともすれば効率化と合理化、働く職員のサイドで処遇が決まってしまう

傾向があるようです。例えば食事ですが、時間どおりみんなで一斉に行かなければいけない。

本来ならば、ゆっくり時間をかければ手すりにつかまって歩けるのに、それだと食事の時間

に間に合わない、次のプログラムが間に合わないから歩ける人も車いすに乗って行ってしま

う。そうすると依存型になってしまう。よく施設にいくと、給食が間に合わなくて、介護職

員さんが何をやるかというと、遅い人３人くらいのところに行って「はいご飯ですよ、はい

スープですよ、次はホウレンソウですよ」と食べさせることになります。ゆっくり食べたい、

散らかしても構わないのですが、大きな施設になるとそうなってしまう。しかし、今施設の

新しい考え方は、地域密着型の小規模多機能で、利用者が７～８人で、通って泊まって来て

くれる。場合によっては看取りもやれるようなものができてきています。 
これはこのように考えてください。例えば、大きな施設の今日のお昼ご飯はもう１ヶ月前

にメニューが決まっています。５０人が全部食べたい物でもないわけです。一般的には栄養

士さんが考えて献立を作る。もちろんできるだけ旬のものを使いながらと考えていますが、

やっぱり好き嫌いはありますよ。でも７～８人だったら１カ月前に献立を決めなくても、今

日は何食べたい、カレーを食べたいといったら、認知症の人たちでもみんなで手をつないで

スーパーに行って材料を買ってきて作れます。認知症のおばあちゃんは電気釜は使えないか

もしれないけれど、野菜を切ったりしてカレーくらい作れるかもしれない。そういう形で、

小さな施設でみんなで自分の望む良質なサービスが受けられればこんなよいことはない訳で

す。 
それからもう一つは地域にあるということです。地域の中に民家があって、そこに暮らし

ている人が遊びに来る、お年寄りもたまには花でも作って近所に配る。その人たちは徘徊が

あるかもしれない。その施設が地域と結びついていれば、もし徘徊しても少ない家族が探す

のではなくて近所の人たちがその存在を知っていて見つけてくれれば助かります。まだまだ

認知症は隠したい、家族はあまり近所には言わない傾向にあります。しかし、近所の人にう

ちのおばあちゃんこういう具合なのでもし見かけたら連絡して下さいとお願いし、近所の人

たちもそのことを知っていれば見つかるかもしれない。そういうことは施設ではなかなかで

きないのですが、地域のなかではできるかもしれない。ボランティアでちょっと寄ってみる

かということがあるかもしれない。そのようなことが今求められてきているわけです。 
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もちろん在宅サービスについても、市町村の財政基盤とかがありますが、大きな問題はホ

ームヘルプサービスもショートステイ、デイサービスでも福祉用具でもペイできなければ民

間業者は行かないということです。介護保険の規制緩和で民間業者が介護事業に参入したと

いっても、儲からないところには業者は行かない訳です。このことは福祉という商品を買う

選択肢が、過疎地域やあまりニーズが少ない所はサービスが受けられないということになっ

てしまう訳です。考えてみれば私たちは衣類などの買い物するときに何軒かお店があってそ

の中から自分の好みに合ったものを買います。福祉サービスも本来はそうでなければいけな

いわけです。今まではそれを措置ということで決定していたわけですが、利用者が選べるお

店がなかったわけです。介護保険で福祉サービスはよくなったと言われますが、市町村間の

格差は民間でも出てきている。儲かるところには行くけれども儲からないところには行かな

いという問題がでてくるわけであって、ここも大きな問題だと感じています。 
○ 介護保険制度の問題 

市町村間格差が明らかになってきているわけですが、介護保険の財源は現在、保険料５０％、

国２５％、県・市町村１２．５％です。保険財政は非常に苦しくなってきています。現在月

額約４千円位が平均的な介護保険料ですが、多分今後上がらざるを得ないと考えます。要介

護者が５２０万人に増えるわけですし、さらに重度化してくるわけです。介護度５の人はだ

いたい月額３５万円程度が使える限度額になっています。月３５万円ですから年間で４２０

万円です。４２０万円の介護サービスを受ける人が、自己負担１割を払う訳ですけが、今後

増えてくれば今の介護保険だけではやっていけないと思います。今４０歳以上の保険料です

が、なぜ４０歳以上かというと老人保健法の対象は４０歳以上です。昔成人病は４０歳くら

いから始まるということで始まったわけです。老人保健法では４０歳から健康診査や健康教

育をやることになっています。それを受けて介護保険も４０歳からになっているのですが、

多分、国民年金と同じように今後介護保険料もやっていけなければ、若い人からも保険料を

もらわざるを得ない。今４０歳からですが、それが３０歳になるのか国民年金の強制加入と

同じように２０歳になるのかという問題はあります。しかし、考えてみると、今２０歳の人

に介護保険料の納付を義務付けしても納められるかどうかはわかりません。国民年金でも今

の若い人は納めていないわけです。しかし年金保険料は納めないのですが、健康保険は納め

ています。しかし、今でも国保の保険料が払えず現に保険証がもらえなくて、病気になって

孤独死したというケースも結構出てきています。保険料が払えない、払えないから保険証も

もらえない、受給資格証だけもらえるけれども、それは立て替えて払わなければならない、

その日に払わなければならないということで、そういう問題もあるわけです。 
介護保険料が４千円で４０歳以上の家族が４人いたら月１万６千円です。年間では１９万

２千円の保険料になります。さらに１割の自己負担があります。１割というと皆さんは平等

のように思いがちです。医療保険も３割、みんな同じようだと思われがちですが、これは大

きな問題です。例えば年間所得が１千万円の人が１０万円のサービスを使って１万円の自己

負担を払う１割と、年収百万円しかない人が１万円払うのでは同じ１割であっても必ずしも

平等とはいえない。これは応益負担の原則という形になっているわけです。もともと福祉は

応能負担でした。お金がある人からはお金をもらい、ない人は安くしますよということです。

介護保険料も１．５倍の範囲内で調整はありますが、そういう問題も出てくるわけです。 
もう一つは、施設サービスです。特養に入るには、今までは国民年金の基礎年金６万６千

円の範囲内で、所得のない人は自己負担が決まっていました。無料の人もいれば２万円、３

万円の人もいたわけです。今後は原則として１割負担が導入され、なおかつ１割負担と同時

にホテルコストと呼ばれる居住費、高熱水費、管理費というものがとられるようになりまし

た。それから部屋料です。利用料も取られます。多分月平均９万円から１２～１３万円程度

に大幅にアップをしていると思います。利用者の中には自己負担が払えないから退所する人
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がいないわけではありません。しかし、退所するわけにはいきません。家族が出し合ってな

んとか看ているというケースもあります。デイサービスも利用者が減ったというケースもな

いわけではありません。考えてみれば必要だから特養に入ったのであって、お金が無くなっ

て払えないから自宅に引き取るといったら、いったいどのくらいの介護が担保されるのだろ

うかということになります。まさにすごい介護になってしまうのではないでしょうか。施設

の介護にも問題はありますが、施設は大事なことは確かです。老人問題が社会的な問題にな

り、介護保険制度をつくり、国民同士がお互いに助け合う制度として発足しましたが、財政

の面から非常に使い勝手が悪くなってきた、費用負担が多くなってきたということがいえま

す。 
介護報酬も改正ごとにカットされてきています。結局何で費用を切り詰めるかといえば、

食費では詰められません、電気代も節約できない、結局は職員の人件費を削ることになりま

す。今、短大２年卒業で介護福祉士の国家資格を取ったとしても初任給は北関東３県の平均

で１４万５千円程度です。１４万５千円が高いとは思いません。ここから社会保険料や年金、

税金などを引かれたら、手取り１２～１３万にいくかいかないかの程度です。夜勤をして手

当てが１回４千円程度、月４回で２万円くらいが上積みされますが、福祉の意欲に燃えてい

たとしても、生活できるだけの満足感なりがなければいい仕事ができないということになり

ます。だからいくら熱い胸に情熱を持っていても、やはりいい仕事ができないということに

つながってくると思います。 
一方で、良質なサービスを提供しなければなりません。資格取得は厳しくなる傾向にあり

ます。今度の国会に出るかどうかわかりませんが、介護保険法、社会福祉法の改正が出てく

る予定です。今介護福祉士は、私の短大のように専門学校に２年間行って必要な単位をとれ

ば卒業時に資格が与えられます。でもこれからは、これを国家試験にする。従って、介護福

祉士の養成学校、短大を出ても、国家試験の受験資格が生まれる程度に変わってきます。そ

うすると正直言って、今私のいる大学でもかなり厳しいと思います。一方では介護が必要、

良質なサービスを提供するといいながら、一方では良質なサービスを提供する人の労働条件、、

雇用条件、所得条件にリンクするものを介護保険の報酬を下げることによって対応していく

という考え方です。現在、介護福祉士の資格をとっても全ての学生が介護の現場に行きませ

ん。民間がよくなったので、私の担当でも３～４人は民間の会社に就職しました。給料が３

万円程度違います。 
○ 医療の問題 
医療の問題も重要です。医療費が増加しているので、高齢者の自己負担を２割から３割に

アップしました。そして長期入院患者の医療費単価も削減しています。強制とは言えません

が早期退院指導が非常に活発になってきているようです。患者側からすれば医者から「もう

退院してもいいですよ」と言われれば「先生お願いですから」と言って頼んでも、「いや病床

がいっぱいで」と言われれば退院せざるを得ません。一次医療、二次医療とか対応を考えて

いますが、研修医制度の改革で公立病院などでは医者が引き上げられ、あるいは開業する医

師が多くなってきて公的病院は厳しいものがあります。佐野市民病院も医者がいなくて入院

は一部停止ということになりました。医療の格差、病院はあるけれども医療が受けられない、

医療を受けても退院させられる、退院させられたら症状が悪化する、管をつけたまま退院す

るということを考えてみると、これは自治体間だけではできない問題で国がもう少しきちっ

と研修医制度を見直すことなどが必要でしょう。先程言いましたように、病気が貧困を生み

だし、貧困がまた病気を生み出すわけですから、この問題を解決していかないと介護問題に

通じるわけですから大変だと思っています。 
療養型医療施設があります。いわゆる老人病院と言われるものですが、これも今後なくし

ていく計画が出されています。そして「介護難民」が４万人発生することが予測されていま
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す。その他、独居老人の孤独死や自殺も問題です。自殺は今３万件を超えています、若い人

の自殺が報じられていますが、高齢者、中高年者の自殺も非常に多いということです。災害

時の犠牲者、それからリフォームなどの悪徳商法の被害者、認知症の人などが被害者になっ

ています。今後、社会的弱者、災害弱者と言われる人たちを地域で支えていくような地域福

祉が大事だと思うわけです。「老人は多年にわたって社会の発展に寄与してきた者として、か

つ、豊富な知識と経験を有するものとして敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安

らかな生活を保障されるものとする」と老人福祉法では掲げていますが、現実的にはかなり

豊かではありません。私は親孝行に金がかかるのは仕方がないと思っています。社会保障で

老人に金がかかってもある程度は仕方がないと考えます。これは急激に日本で高齢化が進ん

だからです。フランスなどは１１０年かけてゆっくりと高齢化が進み、ドイツだって６０年、

アメリカだって４～５０年、イギリスが７～８０年かかってゆったりと高齢化が進んだため

年金や医療や福祉などの財政は比較的計算できました。日本はたった２５年で一気に進んで

しまいました。その対応が間に合わず、今日老人福祉にお金がいっているわけです。少子化

対策の対応がやっと進んできましたが、子どもに使っているお金は社会保障関係費用の約

６％です。やっと分娩費を無料にするとか医療費を無料にするとかなってきましたけれども

そういう問題もあります。 
○ コメント 
私のコメントとしては「生きがいの持てる健全で安らかな生活の保障」というのはやはり

一つだけではなくて医療・保健・福祉の充実、住環境の整備、地域社会の支援があって初め

て実現すると考えます。高齢化が急激に進んでいったために年金、医療、福祉などの施策が

追いつかなくて後追いになり、その結果費用がかかる。だからお金がかかるということで老

人福祉をなんとなく問題視する、お荷物扱いにすることは間違いです。社会保障の原理から

いえば現実的に社会保障のお金が６割、５割かかっていることは確かです。そこをどうする

のか。ただ高齢社会の到来は十分予測できなかったわけではありませんでした。そういう意

味では政策形成に問題があったということが言えると考えます。 
日本は１９９０年あたりから社会福祉が大きく変革してきたわけですが、それまでは年金

とか医療とかが大事であってトータル的な社会保障政策が出てきたのは１９９０年くらいで

はないでしょうか。「負担やむなし」という流れが出てきたのかもしれません。ただ私は親孝

行にお金がかかることは当たり前だと、これまで戦争犠牲も含めて高齢者には冷たい行政だ

と言わざるを得ないと思います。全ての高齢者が貧しいわけではありません。８割の高齢者

は元気です。だいたいリスクを負うのは２割です。だから８割の高齢者が病気にならないで

元気に頑張ってくれていればそんなに大きな負担というようにかかるとは考えられません。

８割の高齢者の大きな負担の問題は年金の問題です。社会保障費の５割が年金ですから、年

金の改革がなされようとしています。ここをどうするのかは難しい問題です。当面、厚生年

金と共済年金が１本化するとかいろんな議論がありますが、年金は国民の最後のセーフティ

ーネットです。年金は積立方式ではなくて世代間扶養方式です。私たちの年金は若い人が払

った保険料からもらっていて、今は世代交代の時期になってきている。今、年金の積み立て

は何十兆円となってこれを運用しているわけですが、そこがどうなるのか積み立て方式と扶

養方式の折衷だとかいろいろなやり方が国によって違いますが、日本はどうなのか不安に思

います。 
少子化の背景の一つである合計特殊出生率１．２６は今後も増加しないだろうし、労働力

不足の問題や経済成長にも大きな影響をするといわれています。したがって生産年齢層に大

きな負担がかかる。国民負担率が先ごろ公表されましたが、国民が税金と社会保険料で負担

している割合は約３９％です。これでも世界ではまだ低い方だといわれています。潜在負担

率は、借金を含めて４２％くらいということになっています。今後とも国民負担率は高くな
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っていくことが指摘されています。 
 
（３）障害者の生活福祉問題 
○ 障害者の現状 
障害者は国民の約２０人に１人といわれています。約６５６万人、圧倒的に在宅者が多く

て約５９０万人、施設入所者が１０％ということになっています。障害者を大きく分けると、

身体障害者、知的障害者、精神障害者、この三つが日本でいう障害者になっています。圧倒

的に身体障害者が多いということがいえます。精神障害者はとらえ方が難しいのですが、病

院にかかっている人等の推計で約２５８万人といわれております。身体障害者約３５０万人、

知的障害者約４６万人となっています。問題は、６５０万人の障害者のうち、６０歳以上の

高齢者が７割を超えてきたということで、障害者問題と高齢者問題との議論につながってい

る、リンクしているといってもいいわけです。身体障害者福祉法で見る部分と老人関係で見

る部分の連携というか制度の見直しも必要かもしれません。身体障害者では手足が不自由な

方たちが圧倒的に多い。それから最近非常に増えてきたのが内部障害です。心臓、呼吸器、

腎臓、小腸、膀胱、人工肛門などが増えてきています。腎臓、心臓、呼吸器これを３大循環

器といいますが、それから器官とすれば膀胱、小腸、エイズも若干増えてきています。これ

から多分怪我をしたとか交通事故で車いすということもあるでしょうが、外部障害、先天的

な障害は今は医療が進んでおり、今後少なくなってくるかもしれません。しかし、心臓、呼

吸器、それから腎臓こういう内部障害がどんどん増えてくるかもしれません。人工透析など

も非常に増えてきています。そういう対策をどうするのかというのは、先程言いました医療

とか福祉だけではなくて様々な問題を含んでいるということです。 
大きな問題は精神障害の問題です。統合失調症が多くてほとんどが入院しています。６割

が入院です。３割近くが外来、外来では躁鬱病が多く、それから神経症、ストレスとかがあ

ります。統合失調症は大きな問題なのですが、よく新聞に出るのが精神障害者の犯罪の問題

です。外泊中とかそういうときに犯罪を犯すとマスコミが非常に大きく取り上げます。でも

一般の人の再犯率と比べるとほとんど少ないのが事実です。精神障害者は危険だ危ないとい

われがちです。一部池田小事件とかありましたが・・・。これまでの精神障害者の処遇は社

会治安的な視点からなされていたことが多い。措置入院で医者が印を押せば強制的に病院に

入院させられたということがあります。今は、二人以上の医者とかいろんな制約があります

が。 
○ ニーズの高度化・多様化 
障害者のサービスはこれまで対象者別にされていました。しかし、障害者の生活福祉問題・

ニーズは非常に大きく変わってきて高度化・多様化してきました。これまでの社会福祉サー

ビスという狭い福祉６法という中ではもう止まらず、住宅問題や生きがいの問題や雇用の問

題など大きく変化してきています。だから従来のサービスでは対応できない。ニーズも変わ

ってきています。２０年位前に障害者運動が日本で大きく展開されました。その発端は仙台

にある国立療養所の筋ジストロフィーの若い青年達で、できれば地域で暮らしたいといって

アパートで暮らす運動が出てきました。ボランティアが支援しました。これが地域生活運動

で障害者運動の発端になっています。あるいは脳性麻痺の会だとかいろんなグループが地域

生活を求めて運動をしてきました。その時、私たちも含めて福祉関係者はどんなことを言っ

てきたか、自分のことも充分にできないのに地域で生活することは難しい、と言ってきまし

た。でも、若い青年がいくらハンディがあろうが地域で生きていきたいというのは当たり前

です。喫茶店に行きたいし、パチンコもしたい、でもそれは施設では制限があったというこ

とで大きく変化をしてきたわけです。ニーズが高度化してきたといいますか、高度化という

か当たり前のニーズなのです。当たり前のニーズが顕在化してきたというように言っても良
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いのかもしれません。 
ノーマライゼーションの思想が１９７０年代あたりから本格化してきましたが、やっぱり

施設処遇が中心だった。これは知的障害者が最たるものでしたし、それから精神障害者が病

院というのも顕著でした。同時にその背景としては、家族の扶養意識が変化をしてきたこと

があります。核家族化が進んで家族の支える能力が弱くなってきたということもあります。

施設は確かにいろいろな問題がありましたけれども、大規模な施設から小規模な施設へ変わ

ってきています。例えばコロニーがあります。栃木県でも氏家コロニー、茨城県でもコロニ

ーができました。３００人～４００人が同じ敷地の中で生活をする。昔は非常に素晴らしい

と言われていました。よく考えてみれば異常です。同じ敷地の中に生活しているのはみんな

障害者です。ちょうどアメリカやヨーロッパではおかしい、それをなくそうというときに日

本は施設の大規模化が始まっています。今やっと小規模多機能、コロニー解体論になってき

ています。できるだけ５人や１０人のグループホームで、地域で暮らしていくということを

支援していこうという動きになってきています。 
ただ大きな問題が一つあるのは、施設に入っている人を地域に戻すことについて家族があ

まり賛成をしない。施設に入れば安心だという今までの在宅福祉の弱さがよく身にしみてき

ている。だから折角入れた子どもをいま引き取ってきても自分が年をとったら見られなくな

るのではないか、だからできれば私は施設の方がいいというように言っています。ところが

よくよく話してみると、最初はお母さん方が知的障害の子供達を地域で住まわせたいから働

く場所を作りたいということで作業所づくりが始まりました。バザーをやりいろんなことを

やってお金を集めて作業所を作った。もともとは地域で生活をさせたいという気持ちがあっ

たからでしょうと。しかし、そうは言っても私たち年を取って他の兄弟に扶養の負担をかけ

たくないというのは親からすればあります。ただもう一度振り返ってみようということで、

いま大きな施設から地域で受け入れ先をだんだん作っていって、親の会がもう一度、今度は

施設を作って入れる運動ではなくて地域で自分の子どもたちを守っていこうというように変

わりつつある。ここに行政や民間がどのくらい力を出せるかというところが重要なカギだと

思います。 
○ 障害者自立支援法 
基本的にはどんな障害者でも生きているということが生命のエネルギーの燃焼だというこ

とを考えていくことが大事です。先般、障害者自立支援法ができました。私は自立支援法そ

のものに反対ではないのですが、仕組みが問題だと思います。「自立」という考え方とお金を

取るという考え方がかなり出てきています。三つの障害は別々ですが、障害者にも介護保険

の制度の一部を導入して同じようなやり方をとっています。障害程度区分の認定というのは

非常に難しいのです。寝たきりは比較的判断しやすい。精神障害の障害の程度だとか介護度

などというのは、あるいは自立度などというのはなかなか測定されません。環境によって大

きく変わるわけです。多分介護保険の仕組みを導入したということは、近い将来３年後ぐら

いかもしれませんが、２００９年あたりの介護保険の改正の中で一体化をしてくる。介護支

援法とか介護及び自立支援法かになってきて、同じ仕組みで今までの公費負担から社会保険

負担の方式にシフトし、国民から介護保険と同じようにお金を取るというやり方が出てくる

だろうと思います。老人問題が国民共通の問題だといえば障害者問題だって国民共通の問題

です。いつ身体障害になるとも限らないという切り口はあるかもしれません。この辺をどう

とらえるのかと言うのは大きな課題です。注意をして見ていかなければならない問題です。 
自立支援法では施設・在宅を問わず自立訓練・就労移行支援・就労継続・共同生活援助と

いうのが非常に重要視されています。でもやっぱり就労できない。就労も福祉的就労もあり

ますが、作業所とか精神障害の方は８時半から５時まで働けませんからワークシェアリング

で午前中働いて休むとかということが大事です。私は自立支援を否定するつもりはありませ
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んが、あまり強調すると非常に厳しくなってくると思います。施設から出さなければならな

い、出さないと施設の費用がやっていけないという問題もでてきています。介護負担も１割

になりました。知的障害者と精神障害者が作業所で働く収入は月約１万円です。１万円は高

い方ですが、その施設を利用すると１万５千円の利用料が徴収されます。利用料を払って得

た収入が１万円、２万５千円働けるんだったら１万５０００円払っても１万円の収入があり

ますが、働いても５千円のマイナスになってしまうわけです。果たしてこれで生きがいを持

って額に汗して働くということを彼らができるだろうかと思います。そのように考えてみる

と、自立支援ではなく自立の足を引っ張るとらえ方ではないかということが言えると考えま

す。 
自立を支援するための雇用拡大のために厚生労働省は何をやってきたか、民間企業に雇用

率を義務づけています。しかし、法定雇用率を達成していない事業所は数多くあります。そ

れは公表もしていない。雇用していない企業から反則金を取って雇用促進に努めているわけ

ですが、どうなのでしょうか。ものを作る仕事を分割していったら誰でもできる仕事が必ず

あると思います。駅そばとかラーメン屋さんを考えてみてください。片腕のない人が３人い

たらできます。ゆでる人、丼を出す人、ネギを入れる人、仕事を分割すれば出来ると思いま

す。ワークシェアリングです。シルバー人材センターは、県全体で５２億円くらいの契約が

あります。そこに知的障害の人を一緒に入れてもらって、例えばスーパーの駐車場で買い物

かごを集めるとか、自転車を並べかえるとかいくらでも一緒にできるはずです。だから高齢

者ばかりではなくてワークシェアリングでいっしょに仕事を分かち合ってくれないかと言っ

ているのですが、法律が違うからと言ってなかなかウンと言ってくれません。 
先程言いましたように特養も厳しい、障害者施設も厳しい。例えば通所制度だと職員を何

人か配置しています。それは何人来るということを想定して配置基準が決まっています。だ

から今までの補助金とか報酬は月額で決まっていた訳です。ところが今度は利用者が来なけ

れば１日の人が減れば収入も減るわけです。しかし職員は来る来ないにかかわらず置いてお

かなければならない。熱出したり風邪をひいて休むかも知れません。そうすると常勤で雇っ

ている人たちだけでもその根拠となる人たちが来なかったら赤字になるのは当たり前です。

今非常に困っているわけです。職員の給料の問題も大きな問題になっています。 
○ 障害児教育 
障害児教育ですが、この間学会で埼玉に行ってきました。最近、自閉症児がものすごく多

くなってきています。普通学級ではとて対応できない子どもが多く、先生はそっちだけで精

一杯です。自閉症の子どもを持つある保護者が言っていました。同じクラスの PTAの会合に
行ってみると、あなたの子どもがいるおかげで私たちの子どもは十分な教育を受けられない

よというのを目線で感じるというのです。埼玉県は「支援籍」という制度を作りました。養

護学校、普通通学校でもいいですが、養護学校に籍を置いて週によって普通学級に行ったり

来たりする、場合によっては養護学校の先生が普通学級にいってそこで一緒にやる、ダブル

シフトという形を作っています。そこに“ほほえみさわやか”という指導員が配置されてい

て、自閉症の育児の経験のある人が自閉症の子がいるクラスに配置されて、その子どもを見

るという形でやっています。そこに時給いくら払うかという問題はありますが。そういう仕

組みがあって非常に子どもの教育権が保障されている。私は県に入ったのは３８年前ですが、

障害福祉をやっていろいろ疑問なことがありました。義務教育の猶予免除が禁止されたのが

２０年くらい前です。それまでは義務教育の猶予免除というのがされていました。重い障害

者は学校に行かなくてもよかったのですが、教育を受ける権利がありながら基本的には猶予

免除というのがされていた訳です。だから養護学校はあまりできていなかったのかも知れま

せん。その間に教育権の保障の問題が出てきて、特殊学級や養護学校ができてき、でもまだ

養護学校の高等部の設置は全部ではありません。栃木県の高等学校の進学率は９９％ですが、
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養護学校はそうではありません。中学校卒業すると施設にいくとかになります。私はこう考

えます。知的障害は障害があるからこそ長い期間教育しなければならないと思うのです。だ

から私は障害者の短大があってもいいと思うし、専門学校があってもいいと思うのです。教

育権の保障もこれは県レベルの問題ですが自治体間格差があります。 
○ コメント 
コメントですが、障害者の自立支援・地域生活支援は障害の発生の早期発見、早期療育、

リハビリテーションなどと併せて極めて重要です。これは進んできました。栃木県でもリハ

ビリテーションセンターができたし、発達支援センターができました。しかし、全体として

仕組みや制度が遅れていると思います。特に地域社会の受け入れ態勢がなかなか難しい。さ

すがに現在は障害者の施設をつくることに反対という住民はなくなったかも知れませんが、

東京ではまだあるようです。東京の反対運動は養護施設を出た子どもたち、あるいは児童自

立支援施設ですが、その子ども達は１８歳になると原則として施設を出なければならないの

で、その人たちの施設を作ろうという運動が進められました。住民が真っ先に反対をしたケ

ースもあります。今後障害者も施設だけではなくて、小規模多機能型のものが必要なのでは

ないかと思っています。サービスの一元化というのはいいのですが、三つの障害を果たして

同じ法律の中で支援できるのかというのはあります。かつて「障害を持っていることは不幸

ではない。けれどもこの国に生まれたことが不幸なのだ」といった名言があるわけでありま

すが、こうしたことを十分考えて障害者施策を推進すべきであろうと考えます。 
 
（４）その他、児童などの生活福祉問題 
かつて青森県で児童虐待問題が起きたときに青森県は児童相談所の職員を倍にしたと聞い

ています。栃木県で小山の事件があって翌年増員したのは数名と聞いています。埼玉県は今

児童相談所の一時保護を NPO に頼む、そこには児童心理専門の職員を配置するとか、どこ
も今児童相談所の専門家を採用しています。栃木県は相変わらず行政職員を人事異動で回し

ている。児童相談所の職員は厳しいと言っています。携帯を持たされて、今厚生労働省は４

８時間以内の対応を指導しています。現実的には４８時間以内の対応は困難でしょう。虐待

問題はすぐには解決できません。また現在のところ児童相談所の職員には立ち入り調査は認

められていません。やはり親と子を離していくということについては後々のことを考えると

若干躊躇せざるを得ない。ただ、緊急の場合については一時保護をしなければならないとい

うことがありますが、非常に大きな問題になってきています。 
 
３ 市町村合併と社会福祉 
市町村合併もいいのですが、やはり光と影の部分があります。社会福祉の分野は影の部分

として見られがちです。これからは地域福祉計画がやはり大事だというのは冒頭に話した通

りです。合併により行政組織の改革や組織の変化があったが、それによって自治体の福祉機

能がどう変化したかというのをまだ検証されていないのです。本当に住民が完全安心でより

よい行政サービスを受けられるようになったかということは全く検証されていないといって

も過言ではありません。 
市町村は全体的に人・物・金・戦略・専門性などが不十分ですが、福祉は本来はこれが全

部必要なんです。特に戦略、専門性この辺は大事になってくるだろうと思います。現行の法

律的に制定されたフォーマルサービスだけの対応が精一杯でなかなか住民のニーズに対応し

たサービスまでは行かない現状です。 
民間の社会福祉団体、社会福祉協議会もありますが、これも大きな問題点が出てきていま

す。合併したのだけれども何をしていかわからない。行政よりはもっと合併前組織間の確執

が強いようです。これまで独自に地域活動やってきた、それがいっしょになってやろうとい
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うのだから行政どころではありません。ある市では支所を作ってやっていますが支所と本所

がうまくいかない。同じレベルの課長がいっぱいいて指揮命令系統不十分というような社協

もあるようです。 
 
４ おわりに～まとめとして～ 
最後ですが、これまで「格差」について私見を述べさせていただきました。私は、市町村

は住民に最も近い基礎的な自治体として住民生活の全ての分野に直接・間接的にかかわる必

要があると思います。これは指定管理者制度などで民間委託したとしてもやはり基本的な責

任というのは、住民の命と暮らしを守る、あるいはもっと質の高い生活を保障するための必

須の条件だろうと思います。そういう意味では、医療・保健・介護を含む広義的な福祉が充

実されなければならないと思います。縦割りでバラバラではなくて一人一人がその地域で生

活し生き続けるための仕組みを考える必要があるだろうと思います。今後、自治体は直接的

なサービスはかなり減らし、自らサービスを提供するのはギリギリの法定のサービスだけに

して、あとはできるだけ民間や社会資源に任せていく、それも私は選択肢であるし弾力的な

ことを考えれなければなりませんが、責任の問題というのは必ずあると思います。規制緩和

が必ずしもいいわけではありません。介護保険の不正事件、不正請求事件だとかいろんなこ

とを考えるとやはり監視が必要です。一方では規制緩和しながら、一方では監視しないと公

正性が保たれないというある面では福祉の特徴かも知れません。そのような意味では、もう

一度地域を見つめるとか地域を耕すということを自分の自治体でやっていかなければ駄目な

のではないかと思っています。 
 
（本稿は、事務局が作成した講演記録を基に、講演者が加筆、修正したものである。） 

 
 


